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(57)【要約】
　本発明は、鉄道輸送用の車両（１）において、車両の
外側の第１のスキン（１１）と、車両の内側の第２のス
キン（１２）と、スキン間に独立気泡体（１３ａ）また
はハニカム（１３ｂ）のコアとが設けられたサンドイッ
チ構造（１０）を有する複合材料から製作された一体成
形の側壁（２）を備え、前記側壁に、長手方向繊維、横
方向繊維、および交差斜行繊維（１００）のドレープ内
を分断して形成される窓開口部（２０）が設けられ、前
記開口部（２０）が、開口部の角部において分断される
斜行繊維（１００）の表面積を減少させる多角形である
ことを特徴とする、車両に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄道輸送用の車両（１）であって、前記車両の外側の第１のスキン（１１）と、前記車
両の内側の第２のスキン（１２）と、前記第１及び第２のスキン間に独立気泡体（１３ａ
）またはハニカム（１３ｂ）のコアとが設けられた単一部材からなるサンドイッチ複合材
料パネル（１０）によって形成された、一体成形の側壁（２）を備え、前記側壁に、前記
第１及び第２のスキンを形成する長手方向繊維、横方向繊維、および交差斜行繊維（１０
０）のドレーピングを分断して形成された窓開口部（２０）が設けられ、前記開口部（２
０）が、前記開口部の角部において分断される斜行繊維（１００）の表面積を減少させる
多角形であって、前記側壁が、前記車両の諸面を形成することを特徴とする、車両。
【請求項２】
　前記開口部が、凸状側方縁部に連結された２つの長い水平側面を備えた、全体的に６角
形または８角形を有する、請求項１に記載の車両。
【請求項３】
　前記開口部（２０）に、管状フレーム（３０）を設けた補強縁部（２１）が装着される
、請求項１または２に記載の車両。
【請求項４】
　前記補強縁部（２１）が、前記側壁の内側の、前記開口部の縁（２ａ）に、前記縁部を
固定するためのインナ・ウィング（３１）を備える、請求項３に記載の車両。
【請求項５】
　前記管状フレームが矩形断面を有し、前記インナ・ウィング（３１）が、前記側壁（２
）の内側の前記管状フレームの面から延出する、請求項４に記載の車両。
【請求項６】
　前記インナ・ウィング（３１）が、スクリュー、リベット、または他の固定手段（３２
）を用いて、前記側壁の内側に固定される、請求項５に記載の車両。
【請求項７】
　前記車両の内側に向いている、前記管状フレーム（３０）の面が、前記側壁の前記コア
から突出している前記第２のスキンによって形成された、前記開口部のリムに、スクリュ
ー、リベット、または他の固定手段（３２）を用いて固定される、請求項３から６のいず
れか一項に記載の車両。
【請求項８】
　前記補強縁部（２１）が、窓を固定するインナ・カラー（３４）を備える、請求項３か
ら７のいずれか一項に記載の車両。
【請求項９】
　サンドイッチ構造の前記２つのスキン（１１、１２）の少なくとも１つが、４つの好ま
しい方向、すなわち、０°（車体の長手方向軸）、９０°、＋４５°、および－４５°に
配向されたプライを用いて製造される、請求項１から８のいずれか一項に記載の車両。
【請求項１０】
　前記プライが、１２５ｇ／ｍ２～５００ｇ／ｍ２のｇｓｍ単位の密度を有する含浸プラ
イである、請求項９に記載の車両。
【請求項１１】
　前記開口部の角部（４０）が、前記側壁の長手方向（Ｌ）に対して４５°～６０°で傾
斜し、好ましくは、前記側壁の長手方向（Ｌ）に対して４５°～５０°で傾斜する、請求
項１から１０のいずれか一項に記載の車両。
【請求項１２】
　４５°の繊条が、カーボン繊維製の、少なくとも２つの±４５°のプライの形である、
請求項９または１１に記載の車両。
【請求項１３】
　前記サンドイッチの前記コア（１３ａ、１３ｂ）が、ポリエチレンテレフタレート（Ｐ
ＥＴ）、ポリメタクリルイミド（ＰＭＩ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、アルミニウ
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ム・ハニカム、またはポリ（ｍ－フェニレンイソフタルアミド）（ＭＰＤ－Ｉ）・ハニカ
ム（フェノール樹脂を含浸させた構造）の中から選択された材料から製作される、請求項
１から１２のいずれか一項に記載の車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、開口部を有し、サンドイッチ複合材料から製作された、列車車両などの車両
面壁構造物に関する。
【０００２】
　本発明は、構造重量を全体的に軽量化するように設計され、特に鉄道輸送車体の壁に適
切な開口部、すなわち大型窓、ハッチ、窓を有する、複合材料製構造パネルの設計解に関
し、この鉄道輸送車体には、都市鉄道車両または地下鉄用車両、路面電車、ローカル列車
用車両や、高速路線用車両のいずれが含まれてもよい。
【背景技術】
【０００３】
　列車構造の設計者は、相反することもある様々な要件の間で妥協を図る必要がある。す
なわち、設計者は、有効積載量を増加させ、かつ／またはエネルギー消費量を低減するた
めに構造重量を軽減することを図るが、他方、製造コストを抑えなければならず、その結
果、乗客の快適さと安全性を確保しながら、とりわけ、制約を設けずに、簡単な解決法を
見つけようと試みる。それは、
－　列車車両の構造的変形を制約することにより行われ、それにはこれらの車両の十分な
曲げ剛性が必要となる。この剛性は、また、列車のサスペンション・モードとの連成作用
を回避するためにも重要であり、
－　車両内部の騒音を抑制することにより、
－　乗客を火災や煙から確実に護ることにより、
－　圧力波に耐えることにより、
－　牽引に伴う引張および圧縮に耐えることにより、
行われる。
【０００４】
　より具体的には、列車車体構造は、機械的には、撓みに晒されるケーソンのように働き
、その車体構造の上面（天井）およびシャーシ（床）は支承面を構成し、その車体構造の
諸面は垂直シェルを構成する。
【０００５】
　図１に表されているように、面としては、殆ど、剪断応力２０１に晒されている。
【０００６】
　さらに、それらパネルは、また、垂直荷重２０１、シャーシ上の装備および乗客の重量
や、局部的力の作用などに加えて、高速列車がすれ違い、かつ／またはトンネルに入って
行くときに受ける約８０００Ｐａの圧力波によって引き起こされる曲げ応力にも晒される
。
【０００７】
　これまでは、車体は、たとえば特許文献１または特許文献２に記載されているように、
たとえば機械的に溶接されたアルミニウム形材または鋼板など、金属構造によって実質的
に構成されてきた。
【０００８】
　一般に、これら構造は、特許文献３のように、サンドイッチ壁の形、すなわち要素によ
って相互に連結されている２つのメタル・スキンの形、または特許文献２に記載されてい
るように、補強材によって補強されているパネルの形、または２つのタイプの解決法の組
合せであることが分かる。
【０００９】
　しかし、先駆的な航空宇宙分野で過去にそうであり得たように、輸送の分野で、高性能
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の複合材料を使用するより軽い解決法を想定するのは自然である。これは、たとえば特許
文献４および特許文献５において、ハニカム・コアおよび補強材が挿入されたサンドイッ
チ・パネルの形で提案されている。
【００１０】
　側面パネルの長手方向曲げ剛性の必要性は、列車構造が車軸上に支持されたビームであ
ることに由来する。この剛性は、第１に撓みを抑えるために制御する必要があるが、また
、列車の走行速度に関連する振動および共振を抑えるためにも制御する必要がある。
【００１１】
　剛性の問題に加えて、窓が存在するが故にこの剛性の制御が難しいことを示す２つの特
許があることに留意すべきである。すなわち、単純に垂直ではなく、垂直に対する角度が
さらに最適化された補強材を提案する特許文献２がある。この特許では、床と天井を連結
する傾斜した支柱によって局部的に隠されただけの連続窓をも提案する。
【００１２】
　特許文献６では、楕円であって通常のような矩形ではない窓を提案し、どちらの場合も
、窓の形は、パネルの剛性の制御と両立するように修正されている。
【００１３】
　求められる重量の軽減を、必要な性能レベルと共に確実に可能にする複合構造材料は、
長い連続的カーボン繊維またはガラス繊維に基づく。このタイプの材料では、繊維が体積
の約５０％～６０％を占め、残りは有機マトリックス（一般にエポキシ・タイプの樹脂で
あるが、ポリエステル、ビニルエステルなどのこともあり、任意選択でポリアミド、ピー
クなどの熱可塑性樹脂である）によって構成されている。
【００１４】
　構造体の製造については、複合材料の２つの主要な系列がある。すなわち、
－　繊維の積層によって構成された、いわゆるモノリシック材料、および
－　モノリシック材料と同じ特性を有し、コアによって離隔されている２つのスキンによ
って構成されたサンドイッチ材料である。このコアは、しばしば、ハニカムまたは発泡タ
イプなど（場合によってはバルサ材）の極めて低密度の材料によって構成される。これに
よって、必要とされる面外曲げ慣性特性を得ることが可能になる。このタイプの構造は、
性能およびコストの点で有利である。
【００１５】
　サンドイッチ材料では、厚さ方向におけるパネルの曲げ慣性能率が、スキンの離隔によ
って自然に得られる。これが、このタイプの構造物の主要な利点の１つである。
【００１６】
　たとえば、吸音能力を有するサンドイッチ構造を実現するように設計されたより高密度
の材料など、別のコア材料を使用することもでき、たとえば、特許文献７を参照されたい
。
【００１７】
　したがって、複合材料は、金蔵材料と同じ技術的解決法、すなわち強化型モノリシック
構造またはサンドイッチ構造を実現することを可能にするが、様々な繊維（カーボン、ガ
ラス、ＳｉＣ、植物繊維など）と、樹脂（エポキシ、ポリエステル、ビニルエステル、ピ
ーク、ポリアミド、熱硬化性または熱可塑性樹脂）と、コア（金属ハニカム、発泡体など
）との間の多数の組合せが可能であるので、変化に富む可能な解決法を伴う。
【００１８】
　さらに、複合材料の最適な機械的特性は繊維によって確保されるので、これら材料は、
本来、異方性であり、したがって、構造のそれら特性を最適化するには、材料の厚さ内の
繊維の配向を、構造が晒される機械的応力に則して定める必要がある。
【００１９】
　したがって、天井およびシャーシに関しては、剛性要件が、繊維の配向を好ましくは長
手方向に導く。他方、面パネルに関する限り、掛けられる剪断応力を、そうではなくて±
４５°で配向された繊維によって吸収する必要がある。これら状態において、実際に、構
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造の機械的機能が最適化され、したがってその結果として構造の重量およびコストが最適
化される。
【００２０】
　乗客輸送に供されるあらゆる乗り物（自動車、バス、列車、航空機、さらには宇宙船）
と同様に、列車車両は窓を備えなければならない。これら窓は、乗り物の構造の他の部分
とは異なる材料から製作されるので、それら窓が、特有な設計の素地を形成せざるを得な
い。
【００２１】
　たとえば、航空機に関する特許文献８のように、窓を壁または構造体の残りの部分に固
定するための装置を所定位置に設置する必要がある。さらに、特許文献９に記載のように
、窓の近傍の構造を補強する必要がある。
【００２２】
　既述のように、複合材料製構造体から構成される車両の場合には、面に掛かる剪断応力
を、水平方向に対して±４５°に配向された繊維によって吸収する必要がある。
【００２３】
　しかし、図３に表されるように、面のパネルでは、矩形を有する通常の窓の隅部の存在
が、面パネルの上部と下部の間の繊維を切断することになり、それによって、２つの窓の
間隔、または２つ窓の間の材料の局部的厚さを増加させることが必要になり得、それが、
パネルの製造を複雑にし、よりコスト高にする。
【００２４】
　したがって、複合材料製構造体の場合に、窓の形を修正することが提案されてきており
、そこで、特許文献９は、この場合には、航空機の胴体について「ダイヤモンド」の形の
航空機用窓、ならびにその寸法を設定する方式を提案している。サイズの小さいこの形の
航空機用窓は、旅客列車には明らかに適していない。
【００２５】
　このように、特にサンドイッチ・パネルの形での複合材料から作られる列車の車体を製
造することが知られている。
【００２６】
　このような状況により、材料（繊維、樹脂、コア）および実行方法（予含浸製品のドレ
ーピング、浸透およびその変形など）の両方に関して、多数の技術を想定することができ
る。同時に、車体の長手方向剛性を改善するように窓の形を適合させることも知られてお
り、航空機に関しては、繊維の好ましい配向に窓をさらに良く適合させるようになど、窓
に関してダイヤモンド型の形が提案されており、それは、複合材料の最適化を含む。同じ
ことが、局部的により大きい力に耐えるその能力を改善するための、サンドイッチ複合材
料のスキンの修正にも当てはまる。
【００２７】
　他方、複合材料から製作される車両の窓を最適化することは知られておらず、同じこと
が製造方式にも当てはまる。
【００２８】
　しかし、列車の窓は、航空機の単体表面積より著しく大きいその単体表面積によって、
細長さによって特徴付けられる（面上の正方形に対して長さの比率が高く、すなわち、車
体の殆どの窓に関して２以上である）その幾何学的形状によって、また、航空機のそれよ
りやはり遥かに大きい、側方構造の壁表面積に対するガラス張り総表面積によって、航空
機の窓とは区別される。これら態様は、乗客に、旅における最高の快適さをもたらす必要
性によって正当化され、視界および光はこの快適さの重要な側面である。
【００２９】
　これら差異とは別に、列車の車体のセクションの主要部分の寸法設定は、また、以下の
特定の特徴によって、航空機胴体の寸法設定と区別される。
－　構造の静的加圧の必要性によって生じる負荷は無くなるが、他方で、トンネルに入っ
て行くとき、かつ／または他の列車とすれ違うときの急速な動的変化により、構造体およ



(6) JP 2017-532255 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

び大型窓に作用する過大な圧力波に続く低圧力の形の圧力負荷。これら圧力のレベル（ピ
ーク値）は、約±５０００～±６０００Ｐａ、高速に対して最大８０００Ｐａである。
－　車両が走行しているときに構造体が共振を始めるのを防止するために、構造体の固有
振動数を制御する必要性（通常、＞１１Ｈｚに）。
－　車両間の牽引力（引張／圧縮）に耐える必要性。
【００３０】
　最後に、コストはすべての産業活動において考慮されねばならないが、鉄道分野におけ
るコスト削減に関する要求は、航空分野におけるよりさらに一層厳しく（許容されるｋｇ
当たりコストは１／１０未満である）、それが、コストを、解決法の選択のためのさらに
一層重要な基準にする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３１】
【特許文献１】欧州特許出願公開第０３９２８２８（Ａ１）号
【特許文献２】特開２０００－２６４２００号公報
【特許文献３】日本特許第４４２７２７３号
【特許文献４】欧州特許出願公開第０５４４４７３（Ａ１）号
【特許文献５】欧州特許出願公開第０５４４４９８（Ａ１）号
【特許文献６】米国特許第８６５６８４１（Ｂ１）号
【特許文献７】特開２００１－２７８０３９号公報
【特許文献８】仏国特許出願公開第２９１１１１２（Ａ１）号
【特許文献９】米国特許出願公開第２０１２／０２２３１８７（Ａ１）号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３２】
　したがって、本発明の目的は、乗客が享受できるガラス張り表面積を最大化しながら、
複合材料を使用することによって列車の車体の構造重量を軽減する解決法を提案すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
　本発明は、単体のサンドイッチの形の、境界のみが局部的に補強され、実質的に高強度
カーボン繊維に基づき、可能な限り機械的応力を最適化するようにサンプルされている（
ｓａｍｐｌｅｄ）が、最終仕上げおよび統合についての要件も考慮され、かつ、このサン
プリング（ｓａｍｐｌｉｎｇ）をより良好に使用するのに適した形を有する開口を備える
、複合材料から製作された車両の面（壁）を設計することを可能にする。
【００３４】
　より詳細には、本発明は、鉄道輸送用車両であって、車両の外側の第１のスキンと、車
両の内側の第２のスキンと、両スキン間に独立気泡体またはハニカムのコアとが設けられ
たサンドイッチ構造を有する複合材料から製作された一体成形の側壁を備え、当該側壁に
、長手方向繊維、横方向繊維、および交差斜行繊維のドレーピングを分断して形成された
窓開口部が設けられ、前記開口部が、開口部の角部において分断される斜行繊維の表面積
を減少させる多角形である、車両を提案する。
【００３５】
　具体的には、本発明は、構造を補強するための強化材または金属挌子要素を不要にする
ことを可能にする。
【００３６】
　車体の剛性を増加させるために、開口部は、好ましくは、２つの辺、３つの辺、または
楕円形の一部分を備える凸状側方縁部によって連結された２つの長い水平側面を備える略
６角形または８角形を有する。
【００３７】
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　有利には、開口部には、管状フレームを設けられた補強縁部が装着されている。
【００３８】
　特定の実施形態によれば、補強縁部は、側壁の内側の、開口部の縁に、縁部を固定する
ためのインナ・ウィングを備える。
【００３９】
　管状フレームは、有利には、矩形断面を有し、インナ・ウィングが、側壁の内側の管状
フレームの面から延出する。
【００４０】
　インナ・ウィングは、好ましくは、そのウィングと複合材パネルの内側スキンとを一体
化させるスクリュー、リベット、または他の固定手段を用いて、側壁の内側に固定されて
いる。
【００４１】
　有利には、車両の内側に向いている、管状フレームの面が、側壁のコアから突出してい
る第２のスキンによって形成された、開口部のリムに、スクリュー、リベット、または他
の固定手段を用いて固定されている。
【００４２】
　特定の実施形態によれば、補強縁部は、窓を固定するインナ・カラーを備える。
【００４３】
　特定の実施形態によれば、サンドイッチ構造の２つのスキンの少なくとも１つは、４つ
の好ましい方向、すなわち、０°（車体の長手方向軸）、９０°、＋４５°、および－４
５°に配向されたプライを用いて製造される。
【００４４】
　有利な実施形態によれば、プライは、１２５ｇ／ｍ２～５００ｇ／ｍ２のｇｓｍ単位の
密度を有する含浸プライである。
【００４５】
　分断されるプライの数を抑える有利な実施形態によれば、前記開口部の角部は、側壁の
長手方向に対して４５°～６０°で傾斜し、好ましくは、側壁の長手方向Ｌに対して４５
°～５０°で傾斜している。
【００４６】
　４５°の繊条は、有利には、カーボン繊維製の、少なくとも２つの±４５°のプライの
形である。
【００４７】
　好ましい実施形態によれば、サンドイッチのコアは、ポリエチレンテレフタレート（Ｐ
ＥＴ）、ポリメタクリルイミド（ＰＭＩ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、アルミニウ
ム・ハニカム、またはポリ（ｍ－フェニレンイソフタルアミド）（ＭＰＤ－Ｉ）・ハニカ
ム（フェノール樹脂を含浸させた構造）の中から選択された材料から製作される。
【００４８】
　本発明の他の特徴および利点が、本発明の非限定的な実施形態の下記の説明を、下記を
表す図面を参照して、読むことによって明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】列車の車両の側方パネルの長手方向に沿った、剪断応力の概略図である。
【図２】本発明によるパネルの詳細図である。
【図３】従来技術によるパネルを表す図である。
【図４】本発明によるパネルの一部分および開口部の透視図である。
【図５Ａ】２つの実施形態による、壁の窓開口部の補強フレームの詳細断面図である。
【図５Ｂ】２つの実施形態による、壁の窓開口部の補強フレームの詳細断面図である。
【図６】２階建て車両用の、本発明によるパネルの実施形態の正面図である。
【図７】窓開口部間の、本発明による壁の構造の概略図である。
【図８】本発明の態様による壁を有する車両車体の透視図である。
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【図９Ａ】開口部間の斜行繊維の経路の概略図である。
【図９Ｂ】本発明に関する開口部の切出しでの応力および剪断を示すグラフである。
【図９Ｃ】本発明に関する開口部の切出しでの応力および剪断を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　本発明が、主として図２および図４～図８に示されている。
【００５１】
　本発明は、基本的に、図８に例示された、複合材料から製作された一体成形の側壁２を
備える列車車両１を提供することである。
【００５２】
　選択される複合材料は、図２に示されるサンドイッチ構造１０を有し、車両の外側に第
１のスキン１１と、車両の内側に第２のスキン１２と、それらスキン間に独立気泡体１３
ａまたはハニカム１３ｂから製作されたコアとを備える。
【００５３】
　本発明によれば、壁には、サンドイッチ構造の長手方向繊維のドレープ、横方向繊維の
ドレープ、および交差斜行繊維１００のドレープを分断して形成される窓開口部２０が設
けられ、その開口部２０は、図４に表されるように、２つの長い水平方向側部と、開口部
の角部で分断される斜行繊維１００の表面積を減少させる凸状「Ｖ」形または楕円形の輪
郭を有する側壁２９とを備える６角形を有し、また、図７に表されるように、側面が３つ
の部分を備える８角形を有する。
【００５４】
　補強材を備え付けられたモノリシック構造と比較すると、サンドイッチ構造は、特に、
下記の利点をもたらす。すなわち、
－　製造コストの削減および重量の軽減、コアによって実現される断熱機能。
【００５５】
　このタイプのサンドイッチ構造解決法と比較すると、モノリシック・パネルは以下の短
所を有する。
－　より高い製造コスト（フレームとスキン上の補強材との組立）、高い組立コスト（フ
レーム領域での局部的組立）がかかり、
－　さらに、フレームがサンドイッチより厚く、それにより、構成される構造体の内部容
積が局部的に減少される。
【００５６】
　パネルの材料、すなわち複合材料およびコアは、多くの制約を満足するように選択しな
ければならず、そのことによって、多数の潜在的解決法を排除することになり、最終的に
、想定される多数の解決法の中からさらに折衷案である解決法を選択することになる。
【００５７】
　まず第１に機械的制約条件に関し、考慮すべき主要な制約条件を下記で説明する。
【００５８】
　スキンについて、
－　基本プライの引張／圧縮係数は、積層の必要な剛性をもたらさなければならない。こ
こで、基本プライとは、単一層一方向（ＵＤ）シートであれ、繊維であれ、繊維の積層の
基本要素のことである。この場合、繊維の選択が最も重要である。コストの理由で、産業
用の強度「ＨＲ」（ｈｉｇｈ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ：高抵抗力）繊維、具体的にはＨｅ
ｘｃｅｌ社によって製造されるＴ７００、三菱によって製造されるＴＲ５０Ｓ、またはＺ
ｏｌｔｅｃによって製造されるがＰａｎｎｅｘ３５が選択されている。
－　運用荷重下での基本プライの機械的強度は検証する必要がある。樹脂の特性は、繊維
の特性と全く同様に重要である。
【００５９】
　該当する構造用途および材料が満足しなければならない厳しい制約条件（湿潤な環境で
の３０年の耐用寿命、６０℃より高い耐温性、１千万サイクルに至る繰返し疲労など）、
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耐衝撃性などを考慮して、エポキシ樹脂が選択されていた。
【００６０】
　耐用寿命の最終時点での最大作動温度における、該当するカーボン／樹脂一方向繊維プ
ライの最低限の機械的特性は以下の通りである。
【００６１】
【表１】

【００６２】
　耐用寿命の最終時点での最大作動温度における、該当する一方向ガラス繊維／樹脂プラ
イの最低限の機械的特性は以下の通りである。
【００６３】

【表２】

【００６４】
　パネルのコアについて、
－　剪断係数がパネルの曲げ剛性に影響する。材料の引張／圧縮および剪断における抵抗
力は、特に、運用荷重下で十分な機械的抵抗力が確保されるように、設計しなければなら
ない。材料の密度は、構造の重量を最小化するために重要な因子である。
【００６５】
　機械的性能に加えて、サンドイッチ・パネルの材料の選択は、関係する製造プロセスと
の適合性など、他を考慮する必要がある。部品の大きな寸法に伴うコストの制約が、真空
下（オートクレーブ外）の製造プロセスを選択する理由になる。この選択の影響が、樹脂
の選択において重要な役割を果たす。
【００６６】
　その結果、コア材料は、重合サイクルが実行されるときに加わる制約条件（圧力＝０．
１Ｍｐａと最大１２０℃までの温度）に耐えることができる必要がある。これら制約条件
は、ある種の製品（たとえば、１００ｋｇ／ｍ３未満の密度を有するＰＥＴ発泡体）の使
用を排除することになる。
【００６７】
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　材料は、また、耐火性に関する鉄道規格、具体的には規格ＥＮ４５５４５の２０１３年
版にも適合しなければならない。
【００６８】
　セルラ発泡体については、ある密度のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリメ
タクリルイミド（ＰＭＩ）、およびポリエーテルイミド（ＰＥＩ）などのある種の系統の
材料が、すべてのこれら要件に適合する。アルミニウム・ハニカムから製作されたコアま
たはポリ（ｍ－フェニレンイソフタルアミド）（ＭＰＤ－Ｉ）・ハニカム（フェノール樹
脂を含浸させた構造）（たとえば商標名ＮＯＭＥＸで知られている）から製作されたコア
もまたそれら要件を満足する。
【００６９】
　断熱性も考慮するべき制約条件である。優れた断熱特性を本質的に有する独立気泡体に
よって構成されたコア材料を使用することにより、パネルの製作において熱防護機能を組
み込む利点が得られ、それによって、一般に車体構造で実施されるこの機能を実現するた
めのコストおよびサイクル時間が削減される。
【００７０】
　水分の吸収による材料の経時変化の加速現象を防止するだけでなく、結露の影響による
劣化の危険性を防止するためにも、この場合にもやはり、独立気泡体のコア材料の選択が
好ましい。
【００７１】
　上記の点を考慮し、コストの制約条件も含めて、好ましいとして選択された解決法が、
適用例に関連して以下のように説明される。
【００７２】
　車両の面は、窓、扉、表示装置などの開口部を設けるために穴を開けられた単体のサン
ドイッチ・パネルである。開口部は、その開口部への要素（窓、扉など）を固定し、穴の
存在に伴う面パネルの剛性の低下を補償することを可能にするするために使用される補強
部を備える。窓開口部でのこの補強部は、図４に表されるように、縁取りフレーム（当該
事例では金属）を有する補強縁部によってもたらされ、複合材パネル穴の断面では、図５
Ａおよび図５Ｂの補強縁部２１によって縁取りされている。
【００７３】
　これらの例によれば、補強縁部２１には管状フレーム３０が設けられている。
【００７４】
　図５Ａの場合、縁部は、インナ・ウィング（ｉｎｎｅｒ　ｗｉｎｇ）として知られてい
るウィング３１を備え、ウィング３１は、パネルの内面、すなわち車体の内側の面の、開
口部の縁２ａ上に縁部を固定することを可能にする。
【００７５】
　管状フレーム３０を形成する管体は、矩形断面を有し、インナ・ウィング３１は、補強
縁部２１の管状フレームの側面２１ａから延出する。
【００７６】
　インナ・ウィング３１は、スクリュー、リベット、または他の固定手段３２を用いて車
両の内側で壁に固定され、その固定手段は、リベットの場合、アウタ・ウィングと車両の
壁の内面を形成するスキンとを拘止する。シール３７ａが、ウィング３１と壁の内面との
間に挿入される。
【００７７】
　車両の外側に向いている、管状フレーム３０の側面２１ｂは、車体の外面を形成するパ
ネルのスキン２ｂによって設けられ、パネルのコアに対して突出する、開口部のリム上に
、スクリュー、リベット、または他の固定手段３２を用いて固定される。シール３７ｂが
、側面２１ｂと第２のスキン２ｂとの間に挿入される。
【００７８】
　補強縁部２１は、また、窓を固定するためのインナ・カラー３４を備える。
【００７９】
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　インナ・コア３１は、スクリュー、リベット、または他の固定手段３２を用いて車両の
内側の壁に固定され、その固定手段は、リベットの場合、アウタ・ウィングと、車両の壁
の内面を形成するスキンとを拘止する。シール３７ａが、ウィング３１と壁の内面との間
に挿入される。
【００８０】
　車両の外側に向いている、管状フレーム３０の側面２１ｂは、車体の外面を形成するパ
ネルのスキン２ｂによって設けられ、パネルのコアに対して突出する、開口部のリム上に
、スクリュー、リベット、または他の固定手段３２を用いて固定される。
【００８１】
　補強縁部２１は、窓を固定するためのインナ・カラー３４をさらに備える。
【００８２】
　図５Ｂの場合には、前述の要素に加えて、枠板３６が、縁部の外側側面２１ｂおよびパ
ネル２に固定されている。この場合、枠板３６および外側スキンは、相補関係にある斜面
を終端とし、板とパネルとを一体化する固定要素３３ｂが、パネルのコアに固定される。
【００８３】
　シール３７ｃが、一方の側で板と縁部、他方の側で板とパネルとの間に挿入されている
。
【００８４】
　スキンは、領域および要件に応じてグレード「ＨＲ」のカーボン繊維およびガラスＥと
、上記繊維に含浸させて厚さが２～８ｍｍのモノリシック・パネルにしたとき、ＦＳＴ＞
ＨＬ１、Ｒ１、Ｒ７（規格ＥＮ４５５４５による）の特性を有するエポキシ樹脂とから製
作される。
【００８５】
　スキンの厚さは２～５ｍｍであり、繊維は、一方向シートまたは予め含浸された布地の
形態である。
【００８６】
　コアとしては、領域および要件に応じて、密度１００ｋｇ／ｍ３以上のＰＥＴ発泡体、
密度５０ｋｇ／ｍ３以上のＰＭＩ発泡体、または密度５０ｋｇ／ｍ３以上のハニカムが選
択される。コアの厚さは、この場合にも領域および必要性に応じて、１０～２００ｍｍで
ある。
【００８７】
　選択される方法は、真空空間下（オートクレーブ外）で、１２０℃を超えない温度での
重合である。
【００８８】
　スキン、コアの厳密な厚さ、およびスキン内の繊維の配向は、車体に掛かる応力に応じ
ることを理解されたい。
【００８９】
　以前に示したように、これら仕様は、車両自体の振動数に関係し、装置の振動数は１０
Ｈｚ程度以上でなければならず、その場合、面の値を剛性の点から選択する必要があり、
車両の走行に伴う約１００トンになる圧縮／引張力に関係し、かつ、約１０，０００Ｐａ
の圧力波に伴う曲げ力に関係する。
【００９０】
　一般に、ボギー間が約１５ｍであって、この床面積で約４０人の乗客を輸送することを
可能にする車両について、有限要素法を用いた通常の計算の結果は、約４０ｍｍの厚さの
サンドイッチ材料になる。
【００９１】
　本発明の一実施形態によれば、特に、下方窓２０ａおよび上方窓２０ｂを有する２階建
て車両について、壁が、面の低い部分と高い部分とで異なるスキン厚さを有する。図６に
示された例によれば、パネルの下側部分３０１は、２．７８ｍｍのスキン厚さおよび３８
ｍｍのコア厚さで製造され、上側部分３０２は、３．３３ｍｍのスキン厚さおよび３８ｍ
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ｍのコア厚さで製造される。
【００９２】
　それぞれのスキンが、約３ｍｍの厚さを有し、ちなみに、その厚さは、２ｍｍ以下であ
る航空機胴体の厚さよりかなり厚いことに特に留意されたい。
【００９３】
　主要領域（連結部および特定の点を除く）では、サンドイッチ構造の少なくとも片方、
好ましくは両方のスキンが、たとえば、予め含浸されたカーボン、たとえば東レ株式会社
によって製造されたタイプＴ７００から製作された高強度プライを使用して製造される。
【００９４】
　スキンを製造するために、例として、＋４５°、０°、－４５°に配向された繊維を有
し、それぞれ１２５ｇ、２５０ｇ、１２５ｇの乾燥ｇｓｍ密度のプライのプリアセンブリ
、５００ｇの乾燥ｇｓｍ密度の０°で配向された一方向プライ、および５００ｇの乾燥ｇ
ｓｍ密度の０°／９０°で配向された繊維であるプライを基本要素として使用することが
可能であり、それぞれの値は±１０％の許容誤差を有する。
【００９５】
　下記の表は、複合材料の適用領域に従って生じ得る繊維構造物を示す。
【００９６】
【表３】

【００９７】
　一般に、構造の最適化には、０°、９０°、および±４５°の繊維の存在が必要である
ことが分かっている。
【００９８】
　４５°の繊維は、該当パネルに関する剪断力を吸収するのに特に適している。
【００９９】
　この例では、好ましいのは、天井を製造するためには、０°での一方向繊維を５０％、
９０°での繊維を１７％、および±４５°での繊維を３３％配分し、上側垂直面のために
は、０°での一方向繊維を３３％、９０°での繊維を３３％、および±４５°での繊維を
３３％配分し、下側面のためには、０°での一方向繊維を４０％、９０°での繊維を２０
％、および±４５°での繊維を４０％配分することである。
【０１００】
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　最適な方式では、面パネルに掛かる剪断応力Ｔａｕ（ｔ）は、図３に示されるように構
造の２つのスキンのそれぞれに±４５°で配向された繊維１００によって吸収しなければ
ならない。
【０１０１】
　これら状態において、実際に、構造の機械的機能が最適化され、したがってその結果と
して構造の重量およびコストが最適化される。
【０１０２】
　しかし、面のパネルにおいて、窓の隅部の存在が、繊維の切断を生じる。
【０１０３】
　このタイプの構成では、剪断応力が樹脂を経由し、それによって、剪断応力を樹脂に許
容されるレベル以下に下げるために、窓の間の領域（窓間壁）のサンドイッチ・パネルの
スキンを過度に厚くする必要が生じる。参考として、樹脂（全繊維が切断された±４５°
での積層）の許容面剪断応力は約３０ＭＰａであるのに対して、繊維が圧縮応力を受けて
いるとき、許容面剪断応力は繊維の方向で５００ＭＰａである。繊維の切断は、また、環
境条件および疲労に対して構造を遥かに敏感にする。疲労荷重の下では、樹脂に対する許
容面剪断応力は約１０ＭＰａと見積もられるのに対して、繊維の方向には２００ＭＰａを
超える抵抗力があると考えることができる。
【０１０４】
　これにより、この場合にも、過度な厚さが必要になり、さもなければ長い年月での構造
の弱体化の危険性がある。
【０１０５】
　図７に概略的に示されている提案される解決法は、±４５°に配向された繊維１００の
ある程度の部分が、面の高い部分と低い部分との間で連続することができ、それによって
剪断応力を伝達することができるように、窓の形状を修正することから成り、その解決法
では、高さの高い窓が、８角形の輪郭を有し、その側面が、３つの部分、すなわち４５°
の上側部分、中間垂直部分、および４５°の下側部分を有する凸状の形状を形成する。し
たがって、これは、特許文献９に記載の航空機用窓の構成を連想させる構成を提供するが
、その構成は、その米国特許出願公開とは、窓の大きな表面積およびその窓の大きい側面
が車両の軸に沿っている点において異なる。これが、窓の表面積を顕著に減少させずに、
有効な繊維の断面積を増加させることを可能にする。
【０１０６】
　車両が受ける圧力は低いので、繊維の最適な配向は約±４５°であり、航空機の胴体の
ように約７０°ではない。
【０１０７】
　１つの論点は、ガラス張り表面積を最大化するために、窓を切り出す角度を最適化（生
じさせる間隔に関して）することに関する。実際に、窓の所与の間隔に対して、この切出
し角度は、有効繊維の断面積に直接影響する。
【０１０８】
　解析計算を用いたシミュレーションが、図９Ａの構成による窓２０の切出し角度に応じ
た、±４５°でのプライの繊条の方向の応力、および０／９０°でのプライの面剪断応力
を評価するために実施され、図９Ａの構成では、窓の短尺の側面が凸状「Ｖ」形の輪郭を
有する。
【０１０９】
　このシミュレーションは、そのパラメータが、４５°の切出し角度が明らかに最適であ
ることを示しているが、±４５°の少なくとも１つのカーボン・プライではこの角度を５
０°まで取ることができ、±４５°の２つのカーボン・プライであれば、同じ基準のまま
で６０°の角度も許容することができると判断することを可能にする。
【０１１０】
　複合材パネルの積層（０°、＋４５°、－４５°、および９０°でのドレーピング）は
、車体の主要領域における機械的要件に適合するように設定されている積層に対応する。
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該当する車体に対応する窓の形状（Ｌ＿窓間壁＝３８４ｍｍおよびＨ＿窓＝６２０ｍｍ）
に関して、窓の切出し角度αは変化させられる。その結果、長さ「Ｌ＿非切断＿繊維」は
、α＝４５°のときの最大値から減少し、αのある値（当該場合には約７０°）に対する
ゼロ値にまで下がる。
【０１１１】
　解析の結果が、図９Ｂおよび図９Ｃに示されている。
【０１１２】
　この解析は、窓の角度が７０°より大きいとき、±４５°のすべての繊維が切断され、
０°および９０°のプライの剪断応力が、許容値より大きくなることを示す（図９Ｂの点
Ｐ）。その結果、窓間壁の領域において補強を行わなければならず（当該ケースでは＋２
５０％の厚さの増加）、重量およびコストに影響を及ぼす。
【０１１３】
　この解析は、また、４５°の切出し角度は、剪断流れが、切断されない±４５°の繊維
によって適切に吸収されるので、図９Ｂに示されるように明らかに最適であり、他方、面
剪断応力も許容値より低くなっている（図９Ｃ参照）ことを示す。
【０１１４】
　解析は、また、窓の角度は、補強を必要とせずに、最大約５５°まで開くことができる
ことを示している。
【０１１５】
　図８は、屋根３５、扉開口部２３およびそのフレーム２５、空調機用などの設備開口部
２２、２６およびそのフレーム２４、２７、ならびに壁２を固定する端部フレーム２８を
有する、車両の完全な車体を表す。
【０１１６】
　自己剛性式車体は、車両のボギーの支持シャーシに直接組み立てることができる。
【０１１７】
　本発明は、乗客輸送用に設計されたすべてのタイプの鉄道輸送車両に使用することがで
きる。
【符号の説明】
【０１１８】
　１　列車車両
　２　側壁
　２ａ　開口部の縁
　２ｂ　スキン
　１０　サンドイッチ構造
　１１　第１のスキン
　１２　第２のスキン
　１３ａ　独立気泡体
　１３ｂ　ハニカム
　２０　窓開口部
　２０ａ　下方窓
　２０ｂ　上方窓
　２１　補強縁部
　２１ａ　側面
　２１ｂ　側面
　２２　設備開口部
　２３　扉開口部
　２４　フレーム
　２５　フレーム
　２６　設備開口部
　２７　フレーム
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　２８　端部フレーム
　２９　側壁
　３０　管状フレーム
　３１　インナ・ウィング
　３２　固定手段
　３３　固定手段
　３３ｂ　固定要素
　３４　インナ・カラー
　３５　屋根
　３６　枠板
　３７ａ　シール
　３７ｂ　シール
　３７ｃ　シール
　４０　開口部の角部
　１００　交差斜行繊維
　２００　垂直荷重
　２０１　剪断応力
　３０１　パネルの下側部分
　３０２　パネルの上側部分
　Ｌ　壁の長手方向

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５Ａ】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】
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